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例示 期間（日）保険料（円）期間（日） 保険料（円）
補償項目 保険金額 保険金額 2023年3月1日 1 2,070 1 34 2,104

傷害死亡 1,000万円 弔慰金30万円限度 2023年3月2日 2 2,750 2 69 2,819
傷害後遺障害 1,000万円 見舞金10万円限度 2023年3月3日 3 3,420 3 102 3,522
治療・救援費用　 無制限 救援者費用 2023年3月4日 4 4,010 4 137 4,147
疾病応急治療・救援費用 300万円 事故対応費用 2023年3月5日 5 4,660 5 171 4,831
個人賠償責任 １億円 臨時費用 2023年3月6日 6 5,310 6 205 5,515
携行品補償 10万円 特約 安全退避費用 500万円 2023年3月7日 7 5,900 7 239 6,139
航空機遅延費用 2万円 2023年3月8日 8 6,430 8 273 6,703

保険期間（日） 保険料(円） 保険料金計算表 2023年3月9日 9 6,930 9 308 7,238
5 4,831 出発日 2023年7月6日 日付を入れる 2023年3月10日 10 7,410 10 342 7,752
10 7,752 帰国日 2023年7月20日 日付を入れる 2023年3月11日 11 7,910 11 375 8,285
15 10,343 保険期間 15 （日） 2023年3月12日 12 8,420 12 410 8,830
20 12,983 保険料金 10,343 （円） 2023年3月13日 13 8,950 13 444 9,394
25 13,874 2023年3月14日 14 9,410 14 479 9,889
30 15,265 2023年3月15日 15 9,830 15 513 10,343

2023年3月16日 16 10,450 16 546 10,996
2023年3月17日 17 10,450 17 581 11,031
2023年3月18日 18 11,400 18 615 12,015
2023年3月19日 19 11,400 19 650 12,050
2023年3月20日 20 12,300 20 683 12,983
2023年3月21日 21 12,300 21 717 13,017
2023年3月22日 22 12,670 22 752 13,422
2023年3月23日 23 12,670 23 786 13,456
2023年3月24日 24 13,020 24 820 13,840
2023年3月25日 25 13,020 25 854 13,874
2023年3月26日 26 13,330 26 888 14,218
2023年3月27日 27 13,330 27 923 14,253
2023年3月28日 28 13,800 28 957 14,757
2023年3月29日 29 13,800 29 991 14,791
2023年3月30日 30 14,240 30 1025 15,265
2023年3月31日 31 14,240 31 1059 15,299

補償の概要は以下の通り

事故対策費用保険　
合計

基
本
契
約

見舞金

100万円

青少年交換短期海外派遣OBS,インターアクト・RYLA・クラブ青少年派遣　海外研修旅行保険
海外旅行保険（OB１型） 旅行事故対策費用保険（安全退避費用特約セット）

補償項目

OB１型旅行保険

注意事項

１） ３１日以上には対応していません。

●疾病応急治療・救援費用の概要について

保険金をお支払いする主な場合 お支払いする保険金 保険金をお支払いできない主な場合

＜治療費用＞

海外旅行開始前に発病し治療を受けたことがある病気（※）

が原因で海外旅行中に症状の急激な悪化により治療を受けた

場合

＜救援費用＞

海外旅行開始前に発病し治療を受けたことがある病気（※）

が原因で海外旅行中にその症状の急激な悪化により３日以上

続けて入院した場合

（※）妊娠、出産、早産、流産、これらによる病気および歯

科疾病は含みません。

【治療・救援費用】の【お支払いする保険金】のうち、急激

に悪化した病気１回につき、治療を開始した日からその日を

含めて30日以内で、かつ、被保険者が住居等に帰着するまで

に要した費用で、社会通念上妥当な費用相当額を300万円限

度に支払います。

【治療・救援費用】の【保険金をお支払いできない主な場

合】に加え、

・治療の開始が海外旅行終了後の場合

・治療または症状の緩和が目的の旅行の場合

・海外旅行開始前に、渡航先の病院の診察の予約等が行われ

ていた場合

・海外旅行中も継続して支出することが予定されていた費用

（透析、義手義足等、人工心臓弁、ペースメーカ等の継続使

用に関わる費用、インスリン注射その他薬剤の継続使用に関

わる費用など）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など


